
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
九
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
八

条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
五
年
郵
政
省
告
示
第
千
十
七
号
（
電
波
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
、

時
計
、
業
務
書
類
等
の
備
え
つ
け
を
省
略
で
き
る
無
線
局
及
び
省
略
で
き
る
も
の
の
範
囲
並
び
に
そ
の
備
え
つ
け
場
所

の
特
例
又
は
共
用
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
十
二
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

「

㈠

海
上
移
動
業
務
に
お
い
て
使
用

さ
れ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
又
は

「

番
号
順
の
局
の
呼
出
符
号
又
は
識

船
舶
局
の
局
名
録
及
び
海
上
移
動

第
一
項
の
表
三
の
項
中

を

に
改

別
信
号
の
表

業
務
識
別
の
割
当
表

」

㈡

海
岸
局
の
局
名
録
及
び
船
舶
局

の
局
名
録

」

め
る
。

第
三
項
の
表
一
の
項
㈢
及
び
㈣
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
頁

㈢

船
舶
局
の
局
名
録
及
び
海
上
移
動
業
務
識
別
の
割
当
表

㈣

海
岸
局
及
び
特
別
業
務
の
局
の
局
名
録

第
三
項
の
表
六
の
項
㈢
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈢

船
舶
局
の
局
名
録
及
び
海
上
移
動
業
務
識
別
の
割
当
表

第
三
項
の
表
六
の
項
中
㈣
を
㈤
と
し
、
㈢
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈣

海
岸
局
及
び
特
別
業
務
の
局
の
局
名
録


